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仕
事
の

【開発建設部】

所有者不明土地対策に取り組む
自治体を支援します No.14
　関係行政機関や関係団体が連携し、所有者不明土地法に関する制度の周知、各地方公共団体
における取組や先進事例の情報共有、関係団体を始めとする有識者の知見の活用、相談窓口の
設置、職員派遣などを行い、所有者不明土地対策に取り組む地方公共団体を支援します。

仕
事
の

【経済産業部】

全国事業承継推進会議　沖縄ブロック
沖縄事業承継フォーラム

No.13～沖縄の事業承継のかたちを求めて～
を開催しました

基
調
講
演
：
事
業
承
継
に
関
す
る

　「
親
子
間
・
兄
弟
間
で
の
対
話
の

　
　
重
要
性
」
に
つ
い
て

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
：
沖
縄
の

　
事
業
承
継
と
M
＆
A

　
　―

事
業
承
継
の
支
援
と
金
融
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク―

　
沖
縄
総
合
事
務
局
で
は
、
平
成
31
年
３
月

１
日
に
、
沖
縄
県
青
年
経
済
5
団
体
連
絡
協

議
会
や
中
小
企
業
庁
な
ど
の
関
係
機
関
と
の

共
催
で
、「
沖
縄
事
業
承
継
フ
ォ
ー
ラ
ム
〜
沖

縄
の
事
業
承
継
の
か
た
ち
を
求
め
て
〜
」
を
開

催
し
ま
し
た
。
本
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
中
小
企
業

庁
が
2
0
1
8
年
秋
か
ら
取
組
ん
で
い
る
全
国

事
業
承
継
推
進
会
議
の
沖
縄
ブ
ロッ
ク
と
し
て

行
わ
れ
た
も
の
で
す
。

　
中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者
の
事
業
承
継

は
、
日
本
経
済
全
体
の
課
題
で
あ
り
、
特
に

沖
縄
県
は
、
民
間
シ
ン
ク
タ
ン
ク
の
後
継
者
実

態
調
査
に
よ
る
と
60
歳
以
上
の
経
営
者
の
後
継

者
不
在
率
が
全
国
ワ
ー
ス
ト
1
位
と
な
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
1
9
9
0
年
か
ら
の
経
営
者

の
平
均
年
齢
の
上
昇
幅
が
全
国
2
位
の
状
況

に
あ
る
な
ど
、
全
国
的
に
見
て
も
世
代
交
代
が

進
ん
で
お
ら
ず
、
事
業
承
継
は
喫
緊
の
課
題
と

な
って
い
ま
す
。

　
本
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
事
業
承
継
の
大
切
さ
や

〝
気
付
き
〞、〝
学
び
〞
に
つ
な
が
る
イ
ベ
ン
ト
と

し
て
開
催
さ
れ
、
磯
﨑
仁
彦
経
済
産
業
副
大

臣
に
よ
る
開
会
挨
拶
や
玉
城
デ
ニ
ー
沖
縄
県
知

事
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
紹
介
、
沖
縄

県
内
企
業
2
社

に
よ
る
基
調
講

演
、
県
内
金
融

機
関
・
公
的
支

援
機
関
に
よ
る

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス

カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行

い
ま
し
た
。

　
基
調
講
演
で
は
、
愛
知
大
学
経
済
学
部
・

打
田
委
千
弘
教
授
を
モ
デ
レ
ー
タ
ー
と
し
て
、

実
際
に
事
業
承
継
を
経
験
さ
れ
た
沖
縄
県
内

企
業
2
社
か
ら
お
話
し
を
伺
い
ま
し
た
。

　
1
社
目
の
沖
縄
フ
ル
ー
ツ
ラ
ン
ド
・
代
表
取

締
役
社
長
安
里
博
樹
様
か
ら
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー

ビ
ジ
ネ
ス
の
観
点
か
ら
事
業
承
継
全
体
に
つ
い

て
お
話
し
頂
き
、「
最
初
は
社
員
と
の
コ
ミ
ュニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
に
苦
労
し
た
」、「
事
業
承
継
に
あ

た
っ
て
は
、
財
務
と
税
務
の
知
識
が
必
要
で
あ

る
」
と
いっ
た
経
験
談
を
お
話
し
頂
き
ま
し
た
。

　
2
社
目
の
世
界
の
ブ
エ
ノ
チ
キ
ン
合
同
会

社
・
代
表
社
員
浅
野
朝
子
様
（
後
継
者
）、

幸
喜
孝
英
様
（
先
代
）
の
お
二
人
か
ら
は
、

事
業
承
継
に
お
け
る
親
子
間
の
コ
ミ
ュニ
ケ
ー

シ
ョン
の
あ
り
方
に
つ
い
て
お
話
し
頂
き
、
後
継

者
の
浅
野
様
か
ら
は
「
う
ち
の
チ
キ
ン
は
世
界

で一
番
お
い
し
い

の
で
、
大
学
や

社
会
人
の
経
験

を
活
か
し
て
家

業
を
継
ぎ
た
い

と
思
っ
た
」
と

い
う
お
話
し
を
、

ま
た
先
代
の
幸

喜
様
か
ら
は「
事

業
を
引
き
継
い

だ
か
ら
に
は
、

先
代
は
経
営
に

口
を
出
さ
な
い

こ
と
が
大
切
だ
と
思
って
い
る
」
と
いっ
た
お
話

し
が
あ
り
、
参
加
者
は
時
に
笑
い
、
時
に
う
な

ず
き
な
が
ら
、
自
社
の
状
況
に
重
ね
合
わ
せ
て

熱
心
に
耳
を
傾
け
て
い
ま
し
た
。

　
金
融
機
関
・
公
的
支
援
機
関
に
よ
る
パ
ネ
ル

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、
各
機
関
の
支
援
体
制

や
事
例
紹
介
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
活
用
方
法
、

「
掘
り
起
こ
し
」
に
よ
る
事
業
承
継
ニ
ー
ズ
の

顕
在
化
の
重
要
性
に
つ
い
て
議
論
し
ま
し
た
。

　
議
論
を
通
し
て
、①「
傾
聴
力
」
な
ど
の
ス
キ

ル
ア
ッ
プ
の
重
要
性
、②
他
機
関
と
連
携
し
た

支
援
体
制
の
構
築
、③
事
業
者
と
向
き
合
う
時

間
の
確
保
と
いっ
た
課
題
が
見
え
て
き
ま
し
た
。

　
当
局
で
は
、
沖
縄
県
の
中
小
企
業
・
小
規

模
事
業
者
が
抱

え
る
こ
れ
ら
の

課
題
に
対
し
、

「
沖
縄
県
事
業

承
継
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
」
を
基

軸
に
、
各
機
関

が
相
互
に
強
み

を
発
揮
で
き
る

仕
組
み
づ
く
り

に
取
組
ん
で
ま

い
り
ま
す
。

　経
済
産
業
部
中
小
企
業
課

☎
0
9
8
ー
8
6
6
ー
1
7
5
5

基調講演

セミナーの様子

磯﨑仁彦副大臣による開会挨拶

　「
所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
円
滑
化
等
に

関
す
る
特
別
措
置
法
（
所
有
者
不
明
土
地

法
）」（
平
成
３０
年
法
律
第
４９
号
）
の
円
滑
な

施
行
を
図
る
こ
と
、
所
有
者
不
明
土
地
問
題

の
解
消
及
び
用
地
業
務
の
円
滑
化
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
「
沖
縄
所
有
者
不
明

土
地
連
携
協
議
会
」（
事
務
局
：
沖
縄
総
合

事
務
局
開
発
建
設
部
用
地
課
）
の
設
立
総
会

を
平
成
３１
年
２
月
１８
日
に
開
催
、
同
協
議
会

が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
地
方
公
共
団

体
を
対
象
と
し
た
相
談
窓
口
を
同
協
議
会
事

務
局
に
設
置
し
ま
し
た
。

（
設
立
総
会
）

　
本
協
議
会
の

会
長
を
務
め
る

小
口
内
閣
府
沖

縄
総
合
事
務
局

次
長
は
、「
構

成
員
間
で
、
土

地
所
有
者
の
探

索
方
法
な
ど
の

ノ
ウ
ハ
ウ
や
先

進
事
例
の
共

有
、
有
識
者
の

知
見
の
活
用
方

策
の
検
討
な
ど

を
図
る
こ
と
に

よ
り
、
地
方
公

共
団
体
へ
の
支

援
を
進
め
て
い

き
た
い
」
と
述
べ
ま
し
た
。
ま
た
、
法
務
省
の

鈴
木
那
覇
地
方
法
務
局
長
は
「
相
続
人
探
索

作
業
，
法
定
相
続
情
報
証
明
制
度
の
利
用
拡

大
，
相
続
登
記
の
手
続
の
簡
素
化
及
び
相
続

登
記
の
促
進
に
向
け
た
広
報
な
ど
に
つ
い
て
関

係
機
関
と
連
携
を
強
化
し
な
が
ら
，
引
き
続

き
取
り
組
む
」
と
述
べ
ま
し
た
。

（
協
議
会
構
成
員
）

　
内
閣
府
沖
縄
総
合
事
務
局
開
発
建

設
部
、
法
務
省
那
覇
地
方
法
務
局
、

沖
縄
県
土
木
建
築
部
、
沖
縄
県
土
地

開
発
公
社
、
県
内
４１
全
市
町
村
、
沖

縄
弁
護
士
会
、沖
縄
県
司
法
書
士
会
、

沖
縄
県
行
政
書
士
会
、
沖
縄
県
土
地

家
屋
調
査
士
会
、
公
益
社
団
法
人
沖

縄
県
不
動
産
鑑
定
士
協
会
、一
般
社

団
法
人
日
本
補
償
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
協

会
沖
縄
支
部

※
協
議
会
は
、
全
国
10
地
区
の
地
方
整
備
局

ブ
ロッ
ク
単
位
で
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

沖
縄
所
有
者
不
明
土
地
連
携
協
議
会

所
有
者
不
明
土
地
法
に
基
づ
く
職
員
派
遣

設立総会の様子

挨拶を述べる小口浩内閣府
沖縄総合事務局次長

挨拶を述べる鈴木和男法務省
那覇地方法務局長

　
地
方
公
共
団
体
の
長
が
そ
の
職
員
に
土
地

所
有
者
な
ど
の
探
索
に
関
す
る
専
門
的
な
知

識
を
習
得
さ
せ
る
た
め
に
派
遣
要
請
を
行
っ
た

場
合
、
当
局
職
員
の
派
遣
を
行
い
ま
す
。

　開
発
建
設
部
用
地
課
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